
令和３年３月２４日 

教 育 委 員 会 

 

 

 

「北九州市子ども読書プラン（素案）」に対する市民意見募集結果について 

 

 

「北九州市子ども読書プラン（素案）」に対して、市民意見募集を行い、修正案を作

成したので、下記のとおり報告するもの。 

 

１ 市民意見募集結果 

・市民意見募集結果について          ・・・ 資料１ 
 

２ 市民意見等を踏まえた修正 

・市民意見等を踏まえた修正について      ・・・ 資料２ 

・「北九州市子ども読書プラン（修正案）」冊子  ・・・ 資料３ 

・「北九州市子ども読書プラン（修正案）」概要版 ・・・ 資料４ 

 

３ 今後のスケジュール 

令和３年３月末に成案を取りまとめる予定 

 

1



 

「北九州市子ども読書プラン（素案）」に対する 
市民意見募集結果について 

 
１ 意見募集期間 

  令和２年１２月１６日（水）から令和３年１月１５日（金）まで 

 

２ 意見提出状況 

（１）提出者      ２６人・団体 

（２）提出意見数    ９１件 

（３）提出方法 

ア 電子メール    ６人・団体 

イ ＦＡＸ     １３人・団体 

ウ 郵送       ４人・団体 

エ 持参等      ３人・団体 

（４）提出意見の内訳 

区分 件数 

「プラン全般」に関するもの ３ 

「読書の意義」に関するもの １ 

「目指す姿」に関するもの １ 

「３つの方向性」に関するもの ９ 

「取組みの方針及び主要施策」に関するもの ６６ 

 

「家庭における読書活動の推進」に関するもの （１１） 

「学校における読書活動の推進」に関するもの （２８） 

「市立図書館における読書活動の推進」に関するもの （１４） 

「地域における読書活動の推進」に関するもの （８） 

「読書活動の普及啓発の推進」に関するもの （５） 

その他 １１ 

合計 ９１ 

（５）プランへの反映結果 

区分 件数 

掲載済み（一部掲載を含む） ２３ 

追加・修正あり  ６ 

追加・修正なし（今後の参考等とする） ５２ 

その他 １０ 

合計 ９１ 

 

資料１ 
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NO 意見の概要 本市の考え方 内容
反映
結果

1

読書活動推進に関するこれまでの取組み
の成果と課題がしっかりと踏まえられた新
しい読書プランである。特に、不読率が全
国平均に達していないこと、１カ月あたりの
読書冊数が伸び悩んでいること等に対す
る、「３つの方向性≪ミッション≫」は、的確
で分かりやすい。

ご意見ありがとうございます。 1 ④

2
子ども読書プランを見たが、関係各機関で
の施策が具体的で手厚く、期待の持てる内
容である。

ご意見ありがとうございます。 1 ④

3
「子ども読書」という名前を「市民読書」「本
好き北九州」など市民全体で取り組む名前
にしてはどうか。

ご意見のとおり、子どもの読書活動を推進
するには、大人も含めた市民総体となった
取組みが欠かせないと考えます。
ご意見を踏まえ、「～市民全体で取組む子
どもの読書～」をサブタイトルとして追加し
ました。

3 ②

4

「言葉の力をつける」「疑似体験」「知識の
獲得」という点でも読書は大切だと感じる。
学校では、時間の設定や環境整備を含め、
学校図書館職員の活用を図っている。その
制度の継続をお願いしたい。

学校図書館職員については、学校図書館
の利活用など、学校における読書活動の
推進を行う上で、欠かせない存在です。今
後も学校長、司書教諭、学校図書館職員な
どの連携強化・資質向上等を図っていきま
す。

2 ①

提出された意見の概要及びこれに対する本市の考え方
【北九州市子ども読書プラン（素案）】

「プラン全般」に関するもの

「読書の意義」に関するもの

【意見の反映結果】

① 掲載済み（一部掲載を含む）

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし（今後の参考等とする）

④ その他

【意見の内容】

１ プランの趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ プランの今後の進め方等に対する考えを述べた意見

３ プランの内容や表現に対して追加や修正を求める意見

４ その他の意見
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NO 意見の概要 本市の考え方 内容
反映
結果

5

「子ども読書プラン（素案）概要」のビジョン
に「すべての子どもが、日々の生活の中で
すすんで本を手に取って読み、子ども同士
や家族などと楽しく語り合う日常」とあった。
家庭で話すということは、大人が子どもと共
通の本を読むということが必要である。子ど
もは、「自分で選んだ本を読みたい」と思う
ので、大人は「子どもが選んだ本を読む」必
要があるのではないか。

ご意見のとおり、家族で同じ本を読んだり、
感想を話し合ったり、本を通じてコミュニ
ケーションを図る「家読（ファミリー読書）」が
重要であると考えます。

2 ①

6

不読率を改善するには、すべての授業の
一定の時間を使って、図書館を使用し、参
考文献を選ばせそれを読み合うことで、授
業を進めれば良い。

ご提案の取組みも含め、学校における読書
活動の推進を図り、不読率の改善に結び
つけていきたいと考えています。

2 ①

7

アンケートで「読書がきらい」や、不読率が
高い子どもたちは、本を選ぶことに難しさを
感じていると思われるため、サポートの機
会を増やすべき。

市立図書館や学校図書館において、子ど
もの本選びをサポートできるよう、レファレ
ンス機能の充実を図っていきます。
ご意見を踏まえ、「（２）学校における読書活
動の推進」の「①学校図書館・学校図書館
職員の利活用の促進」の本文に「レファレ
ンス機能の充実」という文言を追加しまし
た。

2 ②

8

「読書に親しむ子どもを増やす」という点に
ついて、私は読書が好きなのだが、それは
小さい頃に母からたくさん読み聞かせをし
てもらったことが影響している。したがって、
主要施策の「家庭における読書活動の推
進」が重要ではないか。

ご意見のとおり、乳幼児期に読み聞かせを
したり、子どもと一緒に本を読んだり、読ん
だ本の楽しかったことなどを話題にすること
が、子どもに心地よさを感じさせ、読書の楽
しさを知り、読書好きの子どもを増やす第
一歩であると考えます。

2 ①

9

不読率について、平日に限定せず、例えば
「平日と土曜日・日曜日」との比較や、「一
週間を通して」のデータのほうがより現実味
があるのではないかと考える。Ｐ７の〈読書
の対象〉にもあるように、「読書」には、「電
子書籍」や「新聞」「何かを調べるために関
係する資料を読むこと」も含まれることを
もっと強調すべきである。
更には、電子書籍や調べ学習も重点化を
はかり、公共図書館ではレファレンスサー
ビスを通してのフロアワークを充実、学校図
書館では、教師との連携を図り、より良い
選書ができるよう情報共有が必要。

読書には、紙媒体のものに加え、電子書籍
等、タブレット等の電子機器で読むものを
含むことを強調するため、本プランでは「読
書の対象」という項目を新たに設けました。
今後様々な機会を通じ、周知していきたい
と考えています。市立図書館におけるレ
ファレンスの充実、学校図書館職員と教員
等の連携強化についても、取り組んでいき
たいと考えています。なお、不読率につい
てご意見の趣旨は理解できますが、子ども
の読書習慣の定着を図るには、平日にど
れだけ読書を行ってるかということが重要
であると考え、指標として定めています。

2 ③

「目指す姿」に関するもの

「３つの方向性」に関するもの
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NO 意見の概要 本市の考え方 内容
反映
結果

10

コアファンを増やすアクションとして、
・就学前の子どもの読み聞かせが人格の
発達と言語を学ぶ上で重要であることを認
識させること
・読書する大人や家庭を増やすこと
・1人１台のタブレット端末と読書推進のあり
方を検討すること
・読書時間の定着を図り、習慣化すること
が考えられる。

ご意見のとおり、読書に親しむ子どもや読
書が大好きな子ども（コアファン）を増やして
いくためには、読書好きな大人・家庭を増
やすことなどが重要と考えます。次期「子ど
も読書プラン」に基づき取組みを進めてい
きます。

2 ①

11

「読書の大切さを知る子どもを増やす（コア
ファンを増やす）」について、子どもが良書
を自ら選ぶためには、日常的に子ども達が
学ぶ場である学校図書館のさらなる充実が
大切と考える。
また、公共図書館・学校図書館の選書も重
要になってくると考える。選書にも多くの経
験等が必要となり、双方が情報共有しつつ
の選書は連携という意味でも大切と考え
る。（例えば、公共図書館と学校図書館合
同の選書会議など）

「（２）学校における読書活動の推進」の「②
学校、学校図書館と市立図書館との連携
強化」に記載のとおり、様々な取組みを通
じ、学校、学校図書館と市立図書館との連
携強化を図っていきたいと考えています。
ご意見については、今後の取組みの参考と
させていただきます。

2 ③

12

「子どもの読書を支える大人を増やす。読
書好きの大人・家庭を増やす」について、小
学生では「親子で参加する読み聞かせ講
習会」、中学生では「親子で参加する茶話
会やお話会」などを通して親子で図書館に
関わり、親子のコミュニケーションの場を設
ける。また、「家庭教育学級」など、保護者
向けの委員会活動をしている小学校や中
学校がある。そういったPTA活動を利用し
て、まずは保護者が図書館に足を向ける方
向性を定めるのも良いのではないか。

読書をする子どもを増やすには、大人の協
力は欠かせません。今回、新たに「読書好
きの大人・家庭を増やす」という方向性を加
え、具体的な取組みを推進していきたいと
考えています。ご意見については、今後の
取組みの参考とさせていただきます。

2 ③

13

方向性Ⅲについては、容易でないと考えら
れるため、保護者への理解と協力を得る活
動を、あらゆる機会をとらえ、継続的に実施
していく必要がある。

方向性Ⅲ「子どもの読書を支える大人を増
やす　読書好きの大人・家庭を増やす」に
ついて、様々な機会を通じ、啓発等を行っ
ていきたいと考えています。

2 ①

14

子ども達が本を読む気になるのは、周りの
大人が楽しそうに読んでいる、面白そうな
絵本が暮らしの中にたくさんあって手に取
りやすいことがありさえすれば良い。

ご意見のとおり、方向性Ⅲ「子どもの読書を
支える大人を増やす　読書好きの大人・家
庭を増やす」や「（５）読書活動の普及啓発
の推進」の「④読書好きな大人・家庭を増
やす取組みの展開」などに記載のとおり、
身近に本があること、身近な大人が読書を
していることが、子どもの読書活動を推進
する上で重要と考え、読書好きな大人・家
庭を増やす取組みの検討などを行っていき
たいと考えています。

2 ①
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NO 意見の概要 本市の考え方 内容
反映
結果

15

母子手帳の交付と併せての絵本パック配
布は大変良い取組みであり、今後も継続し
ていく方向性は賛成。可能であれば、その
次に子どもに与えるべき絵本の紹介等が
パックの中に同封されると、購入もしくは図
書館の利用が増えて、保護者の意識を高
めることができるのではないか。

「はじめての絵本事業」で絵本パックをお渡
しする際には、０歳から２歳児向けのおす
すめの絵本リスト、図書館カードの申込書
などを同封しているところです。

2 ①

16

母子手帳の交付と合わせて絵本パック配
布を行うことは大変効果がある。ある地域
では、検診待ち時間を利用し、ボランティア
の読み聞かせと併せて、絵本を配布してい
ると聞いた。

「はじめての絵本事業」で配布した絵本が
効果的に活用されるよう、ご意見も参考に
今後の取組みを進めていきたいと考えてい
ます。

2 ③

17

「はじめての絵本事業」を実施するにあた
り、妊婦さんを対象とした「読み聞かせ」や
「読み聞かせ講習会」を実施して、実際に
子どもへの「読み聞かせの方法」を伝える
べき。

「（１）家庭における読書活動の推進」の「②
保護者による読み聞かせの実施」に記載
のとおり、「はじめての絵本事業」で配布し
た絵本を使って、家庭で保護者による子ど
もへの読み聞かせなどが行われるよう取組
みを進めていきたいと考えています。

2 ①

18

ブックスタートは、赤ちゃんがうまれてから
も実施すべき。母子手帳交付後と、もう一
度、生まれた後に、絵本を渡す事業と二つ
に分けても良いはず。

以前、子どもの誕生後に絵本をプレゼント
する「ブックスタート事業」を行っていました
が、平成２８年１０月から母子手帳交付時
に配布することへ変更し、配布率は９９％ま
で上がってきたところです。今後は、母子手
帳交付時に配布した絵本が家庭等で効果
的に活用されるための取組みを実施してい
きます。

2 ③

19

子どもが読書に親しむ第一歩は、家庭や教
師など、身近な大人が読書をする姿を子ど
もに見せることだと言われているため、「保
護者による読み聞かせ」、「授業等を通じた
読書習慣の形成」、の２つの施策に賛同す
る。保護者、学校の状況は多様なため、具
体的方策を示すべき。

ご意見を参考にさせていただき、各種施策
を実施する中で、効果的な取組みを行って
いきたいと考えています。

2 ③

20

プロジェクターで絵本を投影し、ＢＧＭを流
しながら読み聞かせを行うロボホンというロ
ボットを活用し、音楽を流しながら絵本の読
み聞かせを行うと、子どもの読書への関心
が高まるのではないか。

「（１）家庭における読書活動の推進」の「⑤
電子機器、動画等を活用した読書のきっか
けづくり」に記載のとおり、読み聞かせ動画
の配信の検討などを進めていくことを考え
ています。ご意見については、今後の参考
とさせていただきます。

2 ③

（１）「家庭における読書活動の推進」に関するもの

「取組みの方針及び主要施策」に関するもの
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NO 意見の概要 本市の考え方 内容
反映
結果

21
家族で１冊の本を読み、読書リレーをする。
１番たくさん読んだ家族を表彰すると良い。

今後、１人でも多く、「読書に親しむ子どもを
増やす」や「読書の大切さを知る子どもを増
やす」ためには、ご提案の取組みも有効で
あると考えます。ご意見については、今後
の取組みの参考とさせていただきます。

2 ③

22
ノーテレビノーゲームと、本は、つなげては
いけない。関連性も因果関係もないし、本
が嫌いになる。

「（１）家庭における読書活動の推進」の「④
読書の日、読書カードの実践」に記載のと
おり、次期「子ども読書プラン」では、「ノー
テレビ・ノーゲーム・読書の日」ではなく、
「読書の日」として実施していきます。

2 ①

23
児童には、紙媒体のものだけでなく、電子
機器、動画等を活用した読書のきっかけづ
くりは、新たな手法として効果的である。

電子書籍の貸出サービス（電子図書館）の
導入や読み聞かせの動画配信の検討など
を行い、子どもの読書活動を推進していき
たいと考えています。

2 ①

24
音読クラブ（zoom によるreading meeting）
をいろんなジャンルで創設してはどうか。

「（１）家庭における読書活動の推進」の「⑤
電子機器、動画等を活用した読書のきっか
けづくり」に記載のとおり、読み聞かせ動画
の配信の検討などを進めていくことを考え
ています。ご意見については、今後の参考
とさせていただきます。

2 ③

25

児童生徒１人１台のタブレット端末が行き
渡る中、読書活動の在り方についても、そ
の状況に対応することの検討が必要と示さ
れている。もっともだと思う。その際、①個
人情報の保護②有害サイトへのアクセス問
題③コンピュータウイルス対策④Wi-Fi環境
の問題⑤トラブルがあった時の解決手段な
どが考えられるが、学校だけでなく、図書館
でも講習会等を行うなど、全体で取り組む
べきと考える。

タブレット端末等電子機器を使った読書活
動の推進に当たって、ご意見は今後の取
組みの参考とさせていただきます。

2 ③

26

学校の図書室が明るくなり、とてもありがた
い。ただ、利用する生徒が毎回同じ顔触れ
なので、利用していない生徒にアピールす
る場が必要。

学校図書館をより多くの児童生徒に利用し
てもらえるよう、今後も教育委員会、学校と
が協力し、学校図書館が魅力的になるよう
な取組みを進めてまいります。

2 ③

27
本のジャンル別のオススメ本（もしくは有名
な本）を紹介するコーナーをつくると良い。

学校図書館や市立図書館が、子どもにとっ
て利用しやすく、魅力的になるよう取組みを
進めていきたいと考えています。ご意見に
ついては、今後の取組みの参考とさせてい
ただきます。

2 ③

（２）「学校における読書活動の推進」に関するもの
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NO 意見の概要 本市の考え方 内容
反映
結果

28

自分が通っている高校では、映画化された
書籍をおすすめ本として、「図書館だより」
に掲載し、配布したり、図書室の入り口に
本と一緒に映画のチラシを掲示しており、
そのような取組みを行うと良い。

小中学校でも類似の取組みを行っている学
校もありますが、様々な趣向を凝らし、読書
に関心をもってもらえるよう取組みを進めて
いきたいと考えています。

2 ③

29
学校では、学校図書館職員やブックヘル
パーを大いに活用すべき。

「（２）学校における読書活動の推進」の「①
学校図書館・学校図書館職員の利活用の
促進」などに記載のとおり、学校において読
書活動が推進されるよう、学校長、司書教
諭、学校図書館職員などの連携強化等を
図っていきたいと考えています。

2 ①

30
学校図書館職員にも「読み聞かせ」「ブック
トーク」「本の修理や補修」の養成講座を
行ってもらいたい。

ご意見については、学校図書館職員向け
の研修・講座を検討する際の参考とさせて
いただきます。

2 ③

31

各学校に専任の学校図書館職員を配置す
べき。どの家庭の子どもも「適書を適者に
適時に」出会うチャンスがあるのが学校図
書館である。

2 ③

32
週に１度学校図書館職員が来るが、週に４
～５回来てもらいたい。

2 ③

33
子どもに読書に、より関心を持ってもらえる
よう、学校図書館職員の常駐が望まれる。

2 ③

34

学校図書館は、子どもたちが本に触れる最
も身近な場所である。学校図書館職員をで
きれば一校専任にして常時開館を可能にし
たり、ブックヘルパーも子どもだちに的確な
レファレンスができるよう研修会などの場を
多く設けてもらいたい。

2 ③

35

現在１人の学校図書館職員が３校もしくは
４校を担当するの中で、「常時開設」は厳し
いと感じる。
子どもが自由に、気軽に本を手にし、本と
触れ合い、ホッと一息つく拠り所としての学
校図書館を考える時、学校図書館職員の
配置日数等の問題はそういった面を改善
することの一翼を担える。学校図書館の環
境整備にも力を入れていくことが大切であ
る。

2 ③

学校図書館職員については、今年度、６３
名を全小・中・特別支援学校に配置しまし
た。それにより、学校図書館のクオリティが
上がり、さらに、レファレンス機能も充実しま
した。今後も、学校図書館職員の数につい
ては、現状の６３名を維持することで考えて
います。なお、今後の展開を図るに当たっ
ては、学校として、学校長の学校経営方針
のもと、学校マネジメントとして読書活動を
推進していくことが重要と考えています。
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36

報酬のランクを変更し、学校図書館職員の
待遇を改善すべき。会計年度任用職員か
ら教育委員会所属の正規職員となれる制
度を作れば、モチベーションが高まる。

ご意見ありがとうございます。
学校図書館職員については、学校図書館
の利活用など、学校における読書活動の
推進を行う上で、欠かせない存在と考えて
います。

2 ③

37
学校図書館はあらゆる情報の宝庫であっ
て、それを積極的に提供し、支援すべき（レ
ファレンスサービスの充実）。

「（２）学校における読書活動の推進」の「①
学校図書館・学校図書館職員の利活用の
促進」に記載のとおり、子どもへのレファレ
ンスなど、学校図書館が「情報センター」等
としてより機能するよう、取組みを進めてい
きます。
ご意見を踏まえ、「（２）学校における読書活
動の推進」の「①学校図書館・学校図書館
職員の利活用の促進」の本文に「レファレ
ンス機能の充実」という文言を追加しまし
た。

2 ②

38

「学校図書館図書標準」を１００％達成した
上で、授業や学習に必要な資料を充実す
るなど「学習センター」としての充実、強化
を図るべき。

「（２）学校における読書活動の推進」の「①
学校図書館・学校図書館職員の利活用の
促進」に記載のとおり、学校図書館が「読書
センター」「学習センター」「情報センター」と
してより機能するような取組みを進めてい
きたいと考えています。

2 ①

39
「総合的な学習の時間」が教科に加わった
ことで、子どもの学校図書館の利用は増え
ているが、地域に密着した資料が少ない。

「（２）学校における読書活動の推進」の「①
学校図書館・学校図書館職員の利活用の
促進」に記載のとおり、図書館資料の充実
など、子どもにとって利用しやすい学校図
書館となるよう、取組みを進めていきます。

2 ③

40

学校の図書室の蔵書も公共図書館に負け
ないくらいの幅広いジャンルの選書力もつ
けないといけない。そういった活動から、本
のリクエスト、朝読チャンピオンや、朝読お
すすめＰＯＰ会など、いろいろな読書活動に
も広げやすくなる。

「（２）学校における読書活動の推進」の「①
学校図書館・学校図書館職員の利活用の
促進」に記載のとおり、図書館資料の充実
など、子どもにとって利用しやすい学校図
書館となるよう、取組みを進めていきます。

2 ③

41

児童生徒や特に読むのがあまり得意でな
い子どもにもわかりやすい、「子ども向け」
の郷土本のリストや郷土資料の作成があっ
ても良いと考える。

シビックプライドの醸成等を図るには、地元
作家の作品など郷土資料に触れることは
非常に重要であると考えます。ご意見は今
後の取組みの参考とさせていただきます。

2 ③

42

学校でできることとして、学校の各学年の
読書傾向から、低学年は図書室へ通う回
数も多く、借りる冊数も多いが、学年が上
がるにしたがって、図書室を利用しない児
童が多くなっている。これを解決するために
各学年で、週に一度の図書室の利用を推
進するとともに、各学年の発達の段階に応
じた目標冊数の設定をして、読書を推進し
ていきたい。

ご意見ありがとうございます。 1 ④
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43

学校でできることとして、学校図書館職員、
ブックヘルパーと連携し、コロナ対策を踏ま
え、児童が楽しく図書室を利用できるような
図書館経営に努めたい。

ご意見ありがとうございます。 1 ④

44 学校図書館を地域へ開くべき。

平日の１６時から１７時の時間帯で放課後
児童クラブに開放している学校はあります
が、昼間については各教科の授業に活用
されており、一般利用は難しい面があると
考えます。また、休日等についても、警備
等施設管理の観点から同様と考えます。

2 ③

45
子ども図書館と学校図書館の連携を図る
ため、地域開放型学校図書館を各区に設
置し、「ミニ子ども図書館」とするべき。

学校図書館を地域に開放するには、平日
は授業での利用との調整、休日等について
も、警備等施設管理の観点から難しい面が
あります。ご意見については、今後の取組
みの参考とさせていただきます。

2 ③

46

子どもたちを取り巻く社会の現状を考えると
学校や授業の時間に本とふれあうことはと
ても貴重な機会と捉えられる。小学校では
読書の時間割があるが、小・中学校とも時
間の確保が難しく、中学校では学校図書館
の未利用者も多い。

ご意見のとおり、学校は子どもの読書を支
援し、読書の大切さを学ぶ上で重要な役割
を担っています。学校において読書活動が
推進されるよう各種取組みを進めていきま
す。

2 ①

47
学校としても、家庭への推進の一つとして、
図書館見学を位置づけ、児童から家庭へ
の周知も行っていきたい。

ご意見ありがとうございます。 1 ④

48
子ども図書館と学校図書館の連携を図る
ため、北九州近郊にゆかりの作家について
の「小中学生文学ツアー」を実施するべき。

「（２）学校における読書活動の推進」の「②
学校、学校図書館と市立図書館との連携
強化」に記載のとおり、新たな取組みとし
て、小学校在学中に各学校の実情に応じ、
市立図書館の見学を実施していくこととして
おり、その中で地元作家の紹介などを実施
していきたいと考えています。また、文学館
など市内の文化施設とも相互協力し、取組
みを進めていきます。

2 ③

49

冊数より前に、本を身近にすることが読書
推進の第一歩ではないか。そのためには、
学校でのちょっとした読書の時間がとても
大切なことである。ぜひ朝読時間を全学校
に設けてもらいたい。

「（２）学校における読書活動の推進」の「③
授業等を通じた読書習慣の形成」に記載の
とおり、一斉読書時間の設定、担任や学校
図書館職員、読み聞かせボランティア等に
よる読み聞かせの実施などを通じ、各学校
において読書活動が推進されるよう、働き
かけを行っていきたいと考えています。

2 ③
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50
学校では、学級文庫や廊下に絵本を置い
たり、学校の暮らしの中に日常的に本があ
る状態を作れば良い。

ご意見にある取組みを行っている学校もあ
ります。読書活動を推進する効果的な取組
みについては、積極的に情報提供し、取り
組んでもらえるよう学校に働きかけていき
たいと考えています。
ご意見を踏まえ、「（２）学校における読書活
動の推進」の「③授業等を通じた読書習慣
の形成」の本文に「学級文庫など本が身近
にある環境の整備の充実」という文言を追
加しました。

2 ②

51
国語の授業などで図書室を利用したおす
すめ本のポップを作る授業をすると良い。

「（２）学校における読書活動の推進」の「③
授業等を通じた読書習慣の形成」に記載の
とおり、様々な機会を通じて、各学校におい
て読書活動が推進されるよう、働きかけを
行っていきたいと考えています。ご意見に
ついては、今後の取組みの参考とさせてい
ただきます。

2 ③

52
ビブリオバトル（本好きな子にも活躍の場を
設ける為）を各学校で推進すべき。

「（２）学校における読書活動の推進」の「④
読書を通じた交流の実施」の取組みを行う
中で、ビブリオバトルの実施を各学校に働
きかけていきたいと考えています。

2 ①

53

学校における読書活動の推進での④ビブ
リオバトルの会場を学校間で行うだけでな
く、例えば、「zoomやSkypeなどを活用して、
リモートで子ども図書館等で流す」「DVDに
編集して子ども図書館で提示する」などの
啓発もできるのではないか。

ご意見については、今後、ビブリオバトルを
実施する際の参考とさせていただきます。

2 ③

54

読書の「バリアフリー」化の推進について、
単に蔵書の問題だけでなく、「合理的配慮」
についての検討も必要となってくる。
①館内移動の補助を含む来館移動の援助
②段差などでの車椅子の持ち上げ、高い
書架の本の取り出しなど物理的環境の配
慮
③点字・手話・音声・拡大図書などによる意
思疎通の配慮
④館内整備の使用補助や説明（館内利用
端末含む）
⑤登録用紙などの代筆・内容等の簡単な
読み上げなどサービスそのものの利用支
援
⑥座席の事前確保や点字・音声・拡大など
での配布資料などイベント配慮
なども必要。

ご意見のとおり、「視覚障害者等の読書環
境の整備の推進に関する法律（読書バリア
フリー法）」を踏まえ、誰もが気軽に利用し
やすい図書館を目指し、円滑な利用のため
の支援等も含めた取組みが必要となると考
えています。
ご意見を踏まえ、「（３）市立図書館における
読書活動の推進」の「①読書の「バリアフ
リー」化の推進」の本文に「円滑な利用のた
めの支援の充実」などの文言を追加しまし
た。

2 ②

（３）「市立図書館における読書活動の推進」に関するもの
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55

図書館には時に人寄せのイベントは必要
ありません。奇をてらった大人数のイベント
ではなく、地域の生活や暮らしに密着した
集いがあると良い。市民センターとの連携
や、図書館自体の学習室の充実も望まれ
る。

市立図書館に来たことがない子どもや保護
者の来館を促すため、趣向を凝らした様々
な魅力的なイベントの実施など、来館の
きっかけづくりは行っていきたいと考えてい
ます。
市民センターとの連携は「（４）地域（子育て
関連施設、市民センターなど）における読
書活動の推進」で、取り組んでいきたいと
考えています。

2 ③

56

本を通じた、輪読会や読書会のようなもの
を、図書館で定期的に実施すべき。全ての
図書館でいわゆる読書会をスタイリッシュ
に行うべき。

読書会等については、新型コロナウィルス
感染拡大以前は、大半の市立図書館で定
期的に実施していたところです。

2 ①

57

AI・ドローン・ロボットなど、最新のテクノロ
ジーが図書館にも導入されている。図書館
がより効果的に運営され、快適な場所にす
る技術に期待している。

ご意見ありがとうございます。今後の取組
みの参考とさせていただきます。

2 ④

58

子ども電子図書館やSNSでの情報発信な
どの案がありますが、それに関連してタブ
レットを使った読書の仕方などを教えてもら
える場があると良い。

ご意見ありがとうございます。今後の取組
みの参考とさせていただきます。

2 ③

59
ティーンズ層や大人の読書好きを増やすた
めにも、電子書籍の貸出を積極的に実施
するとよいのではないか。

現在、子ども向け電子図書館の開設に向
け、準備を進めており、まずは、子ども向け
電子書籍の貸出からスタートし、その利用
状況等を見ながら、大人向けへの拡大を検
討したいと考えています。

2 ①

60
図書館へなかなか行けない児童への対応
も必要になると考える。（市民センターとの
連携や電子図書等）

ご意見のとおり、子ども向け電子図書館の
整備や、市民センターの「ひまわり文庫」の
充実などを通じて、読書活動の推進が図ら
れるよう取組みを進めていきます。

2 ①

61
子ども電子図書館に賛同するが、市立図
書館全体のシステム更新も実施してほし
い。

ご意見ありがとうございます。市立図書館
システムの更新については、然るべき時期
に行うことを考えています。

2 ④

62 子ども図書館を大いに活用すべき。
子ども図書館を多くの子どもや保護者に
知ってもらい、利用してもらるよう、ＰＲ等を
行っていきます。

2 ③
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63
北九州市共通の小学校用の読書通帳を作
成し、各学校に配布すると良い。

2 ③

64
読書通帳が学校図書館でも使えるようにな
れば、子どもの読書意欲が高まるのではな
いか。

2 ③

65

子ども図書館を「学校読み聞かせボラン
ティア」のキーステーションにするべき。子
ども図書館が中心となり、読み聞かせボラ
ンティアの活動の拡充・人材育成と連携を
図る。

「（３）市立図書館における読書活動の推
進」の「④子ども図書館と地区図書館との
連携強化」、「⑥読書ボランティアなどの育
成・支援」に記載のとおり、市内で活動され
ている読書ボランティアについては、子ども
図書館が力強くリーダーシップを発揮し、地
区図書館と連携し、派遣、人材育成等を
行っていきたいと考えています。
ご意見を踏まえ、「（３）市立図書館における
読書活動の推進」の「⑥読書ボランティアな
どの育成・支援」の本文に「市立図書館や
学校など市内で活動している」という文言を
追加しました。

2 ②

66

コロナ禍で飛沫感染を懸念して停滞気味に
なっている「読み聞かせ」「ブックトーク」など
のボランティア活動の安全な体制づくりが
必要である。また、特別支援学校専用の読
み聞かせボランティアの育成にもっと積極
的に取り組むことが大切と考える。

市立図書館では、コロナ禍での「読み聞か
せ」などの図書館行事を安全に実施するた
め、参加者全員の検温、換気、距離の確
保、マスク着用などの対応を定めていると
ころです。特別支援学校で活動するボラン
ティアの育成については、今後の取組みの
参考とさせていただきます。

2 ③

67

ジュニアサポーター養成も、まずは、図書
館司書や本を読む大人との交流があって
初めて、それをモデルに子ども達は育って
いく。

ご意見のとおり、図書館司書や読書好きな
大人のサポートが不可欠であると考えま
す。

2 ①

68

最近の社会事情を考えると、家庭とともに
幼稚園、保育園での読書への取組みを提
案してよいのではないか。就学前の読書へ
の関心や習慣が大切である。

幼稚園、保育園等での読書活動の推進は
大切だと考えており、「（４）地域（子育て関
連施設、市民センターなど）における読書
活動の推進」の「①幼稚園・保育所等にお
ける読み聞かせ、貸出の推進・支援」など
の中で、その取組みを行っていきます。

2 ①

69
近くの市民センターなどで図書館の本の受
取・返却等の手続きができると良い。

現在、市立図書館では、他館の本について
も予約、受取、返却できる制度を導入して
います。また、市民センターにはひまわり文
庫を設置しており、本を借りることができま
す。

2 ④

「（３）市立図書館における読書活動の推
進」の「⑤読書通帳機の拡充」に記載のと
おり、まずは子ども図書館以外の市立図書
館への機器の配置の拡充について検討し
ていきたいと考えています。

（４）「地域における読書活動の推進」に関するもの
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NO 意見の概要 本市の考え方 内容
反映
結果

70 移動図書館を復活してほしい。 2 ③

71
遠方の子ども達も本に親しみ、自分達から
「公共図書館に行きたい」と思えるように、
移動図書館ができないか。

2 ③

72

子ども食堂や放課後児童クラブなどへの
「絵本トラック」活動の出前を行う。絵本ト
ラックは、読み聞かせや紙芝居の出店機能
を持ち、市内のあちこちに本や絵本を出前
してくれる。

2 ③

73

子ども図書館が、公園などにおける屋外型
の図書館活動にトライアルしてはどうか。ノ
ルウエーの街中の大きな公園には、屋外
に自由に借りられる本棚がある。

「（４）地域（子育て関連施設、市民センター
など）における読書活動の推進」の「⑤子ど
もが集まる商業・レジャー施設などとの協
力の検討」に記載のとおり、まずは、図書
館が子どもが集まる様々な場所に出向き、
読書活動を推進していきたいと考えていま
す。

2 ③

74
商業施設で読み聞かせなどの図書館活動
を実践すべき。

「（４）地域（子育て関連施設、市民センター
など）における読書活動の推進」の「⑤子ど
もが集まる商業・レジャー施設などとの協
力の検討」に記載のとおり、図書館が子ど
もが集まる様々な場所に出向き、読書活動
を推進していきたいと考えています。

2 ①

75

子どもが集まる商業・レジャー施設などとの
協力の検討について、「おもちゃ病院」なら
ぬ「本の病院」の実施を行うべき。これから
の子どもたちに、本が皆のもので、本を共
有し、大切にする気持ちを少しでも持っても
らうためにも、まずは、自身（家庭）の本の
修理を通し、「本は大切に扱わないといけ
ない」という心の成長を期待したい。

ご意見については、商業施設、レジャー施
設など、子どもが集まる様々な施設と相互
協力ができないか検討を行っていく際の参
考とさせていただきます。

2 ③

76
若者が図書館に来るきっかけを作るには、
ＳＮＳで、漫画やノベルの紹介を発信し、綺
麗な装丁の本を図書館で貸し出せば良い。

「（５）読書活動の普及啓発の推進」の「②Ｓ
ＮＳ等を使った情報発信、双方向性をもっ
たやり取りの実施」に記載のとおり、ＳＮＳ
等での情報発信を行い、ティーンズ層の取
り込みを図っていきたいと考えています。

2 ③

本市では、市民センターにひまわり文庫、
子育て関連施設に団体貸出文庫の設置を
行っているところです。ご意見については、
今後の取組みの参考とさせていただきま
す。

（５）「読書活動の普及啓発の推進」に関するもの
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NO 意見の概要 本市の考え方 内容
反映
結果

77

ティーンズ（ヤングアダルト）層で、そもそも
興味がない人は、あまり図書館等に足を運
ばないと思われるので、別の場所からの発
信が必要である。動画配信サイトやＳＮＳ
等を使った情報発信を活用すべき。

「（５）読書活動の普及啓発の推進」の「②Ｓ
ＮＳ等を使った情報発信、双方向性をもっ
たやり取りの実施」に記載のとおり、新たな
取組みとして、ＳＮＳ等での情報発信を行
い、ティーンズ層の取り込みを図っていきた
いと考えています。

2 ①

78
ヤングアダルトよりティーンズという呼称が
分かりやすい。

ご意見ありがとうございます。 1 ④

79

親が一緒に読みながら、面白さに気付いた
り、その親同士の交流などが保障されて初
めて、家庭での読書は意味がある。親であ
る必要はなく、地域の大人や、様々な機会
で、本が大好きな人たちに接することの方
が、ずっと大事である。

ご意見のとおり、「（５）読書活動の普及啓
発の推進」の「④読書好きな大人・家庭を
増やす取組みの展開」などに記載のとお
り、身近な大人が読書好きであることが、子
どもの読書活動を推進する上で重要と考
え、読書好きな大人・家庭を増やす取組み
を検討したいと考えています。

2 ①

80

多様なブッククラブ（リアルでもオンラインで
も）の創設を行うべき。
例えば、
・ゲーム「図書館ｓｗ」を楽しむ会
・オーディブルによる「みんなで聴く読書会」
・ジャンル別「ミステリー大好きブッククラブ」
など多様なジャンルの読書コミュニティがで
きれば、啓発につながるのではないか。

読書好きの輪を広げていくには、様々な人
が集まり、情報交換などが行えるコミュニ
ティは重要であると考えます。ご意見につ
いては、今後の参考とさせていただきます。

2 ③

81
「いかに本を読むか」の情報交換の場があ
ると良い。

読書好きの輪を広げていくには、様々な人
が集まり、情報交換などができるコミュニ
ティは重要であると考えます。ご意見につ
いては、今後の参考とさせていただきます。

2 ③

82
学校の先生や親など子どもにとって身近な
大人が昔（子どもの頃）好きだった本を紹介
すると良い。

家庭、学校などで読書活動が推進されるに
は読書好きな大人のサポートは欠かせま
せん。ご意見については、今後の取組みの
参考とさせていただきます。

2 ③

83

コロナで旅行に行くのは難しいが、「想像力
は無限大！本があればどこにでも行け
る！」を題材に特集（ファンタジー、旅行記、
ミステリー等）を組むと良い。

2 ③

84
本の最後のページに紙を貼り、本の感想や
今、頑張っていること、悩みごと等を自由に
書き込めるようにすると良い。

2 ③

その他

今後、一人でも多く、「読書に親しむ子ども
を増やす」や「読書の大切さを知る子どもを
増やす」ためには、ご提案の取組みも有効
であると考えます。ご意見については、今
後の取組みの参考とさせていただきます。
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NO 意見の概要 本市の考え方 内容
反映
結果

85
物語の続きを考える。自分が読んだ本の結
末の続きがどうなるのかを想像して新しい
物語を作ると良い。

2 ③

86

前読んだ人が自由にしおりにメッセージや
絵を書き本のどこかに挟む。コロナで人と
会えない状況が続くが、これで誰かとつな
がっている感覚になれるではないか。

2 ③

87

本好きな子ども達が、もっと好きになる方法
は、大好きな本を、みんなに紹介して、共有
すること。１年間１月１冊ずつ紹介し続けた
ら、１年後に、お誕生日に１冊好きな絵本が
プレゼントされる　「ブックプレゼント」をして
みてはどうか。

ご意見については、今後の取組みの参考と
させていただきます。

2 ③

88

子ども図書館内に「世界の絵本と地図コー
ナー」があることは大変良いと思うが、活用
している動きがないのは惜しい。
今年３月発売予定の「マスク」に装着する
「C－FACE」という物は声がスマホ（アプリ）
などに文字化される機能がある。（８か国語
の翻訳可）
これを図書館が購入して、英文を音読でき
る図書館職員がいれば、多国籍の文字化
ができて、異文化交流とバリアフリーになっ
て「世界の絵本コーナー」の存在価値が出
る。

ご意見ありがとうございます。子ども図書館
の特色である「世界の絵本と地図のコー
ナー」をより活用できるよう、ご意見も参考
に取組みを検討していきます。

2 ③

89

公共図書館として機能させるために、正規
職員の司書を配置することが必要。今後５
年間の職員体制をどうするかが示されてい
ない。市立図書館の館長も知識と経験を
持った正規職員を配置すべき。

ご意見ありがとうございます。職員体制に
ついては人事に関わることであり、本プラン
の対象ではないと考えています。

3 ④

90

公共図書館を通じて、学校のタブレット端末
でも大型図書のネット活用ができるようにで
きないか。また、劣化が著しい大型図書に
関しても、公共図書館で資料を一時預かり
できるような環境ができたら良い。

「（３）市立図書館における読書活動の推
進」の「③非来館型サービスの導入など機
能の充実」に記載のとおり、まずは子ども
向けの電子図書館の開設を行っていきた
いと考えています。資料の一時預かりにつ
いては、市立図書館も、所蔵スペースに限
りあるため、現時点では難しいと考えます。

2 ③

91

今後も、他の自治体の取組みに関する情
報収集を行い、継続してもらいたい。高校
生の不読率の改善について、市内の高校
は取組みを実施しているのか、市と情報交
換をしているのか実態を知りたい。

他の自治体の取組みについては、今後も
情報収集し、取組みの参考としていきたい
と考えています。高校生の不読率改善の取
組みについて、市内の高校との情報交換
は行っていないのが現状です。

2 ③

今後、一人でも多く、「読書に親しむ子ども
を増やす」や「読書の大切さを知る子どもを
増やす」ためには、ご提案の取組みも有効
であると考えます。ご意見については、今
後の取組みの参考とさせていただきます。
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市民意見等を踏まえた修正 

 

 

修正１ 

＜市民意見 ＮＯ．３＞ 

「子ども読書」という名前を「市民読書」「本好き北九州」など市民全体で取り組

む名前にしてはどうか。 

 

⇒下線部のとおり、文言（サブタイトル）を追加【冊子表紙】 

冊子表紙 

旧 新 

北九州市子ども読書プラン 

《第４次北九州市子ども読書活動推進計画》 

北九州市子ども読書プラン 

《第４次北九州市子ども読書活動推進計画》 

～ 市民全体で取組む子どもの読書 ～ 

 

修正２ 

＜教育委員意見＞ 

主な成果と課題について、目標値に対する達成度（評価）が見えない。 

 

⇒下線部のとおり、各指標について「Ｒ２の最終目標値」を追加【冊子２ページ他】 

２ 前計画の取組みの主な成果 

旧 新 

各施策ごとの主な取組みの成果は以下

のとおりです。 

（施策１）家庭、地域における子どもの

読書活動の推進 

●母子手帳交付とあわせて絵本パック

を送る「はじめての絵本事業（ブック

スタート事業）」を実施することで、

妊娠時から子どもの読書に関心を持

ってもらうきっかけづくりができま

した。 

《配布率：平成２７年度 ６７．１％→令

和元年度 ９９．０％》 

他 

各施策ごとの主な取組みの成果は以下

のとおりです。（【  】は目標値を表す） 

（施策１）家庭、地域における子どもの

読書活動の推進 

●母子手帳交付とあわせて絵本パック

を送る「はじめての絵本事業（ブック

スタート事業）」を実施することで、

妊娠時から子どもの読書に関心を持

ってもらうきっかけづくりができま

した。 

《配布率》平成２７年度 ６７．１％→令

和元年度 ９９．０％【１００％】 

他 

 

資料２ 
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修正３ 

＜教育委員意見＞ 

「読書が好きな児童生徒の割合」のＨ３０の数値は突出している。原因を調査し、

調査方法などの差異があれば注釈をつけるべき。 

 

⇒下線部のとおり、表の下部に文言を追加【冊子５ページ】 

３ 本市の子どもの読書活動の課題 

旧 新 

読書が好きな児童生徒の割合 

 

読書が好きな児童生徒の割合 

《中略》 

※Ｈ３０年度以降は市独自調査（全国学

力・学習状況調査に設問がなかったた

め） 

 

修正４ 

＜議員意見＞ 

「ＳＤＧｓ」について、目標１６「持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を

促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的

で説明責任のある包摂的な制度を構築する。」の中のターゲットの１つに、「国内法規

及び国際協定に従い、情報への公共アクセスを確保し、基本的自由を保障する」。文

化の方では、「世界人口の半数は、情報へのオンラインアクセスを持っていません。

私たちの知識社会では、図書館がすべての人にアクセスとチャンスを提供します。」

と書かれている。これらの趣旨を明記すべきではないか。 

 

⇒下線部のとおり、文言を追加【冊子６ページ】 

４ 子どもの読書を取り巻く環境 

旧 新 

○ 世界的な取組みとしてのＳＤＧｓ 

 

○ 世界的な取組みとしてのＳＤＧｓ 

＜中略＞ 

さらに、ＳＤＧｓのターゲットでは「情

報への公共アクセスの確保」が掲げられて

おり、また、新たな学習指導要領では「地

域の図書館や博物館、美術館、劇場、音楽

堂等の施設の活用を積極的に図り、資料を

活用した情報の収集や鑑賞等の学習活動を

充実すること」が掲げられています。この

ような視点を踏まえ、図書館を運営してい

くことが求められています。 
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修正５ 

＜教育委員意見＞ 

読書の意義に書かれている「いろいろ体験する」という意味が分かりにくい。 

 

⇒下線部のとおり、文言を変更【冊子７ページ】 

《読書の意義》 

旧 新 

●読書は、「言葉の力をつける」、「いろい

ろ体験する」、「知らないことを知る」、

「他人の考えに触れる」、「自分を高め

る」など、様々な発見や感動をもたら

す楽しいものであり、子ども自身の世

界を大きく広げてくれます。 

●読書は、「言葉の力をつける」、「自分が

できないことを疑似体験できる」、「知

らないことを知る」、「他人の考えに触

れる」、「自分を高める」など、様々な

発見や感動をもたらす楽しいものであ

り、子ども自身の世界を大きく広げて

くれます。 

 

修正６ 

＜教育委員意見＞ 

方向性Ⅱ「読書の大切さを知る子どもを増やす」の成果指標「放課後や休日等に学

校図書館や地域の図書館を全く利用しない児童生徒の割合」は、逆の指標となってい

るのではないか。 

 

⇒下線部のとおり、成果指標を変更【冊子９ページ】 

【成果指標】 

旧 新 

④放課後や休日等に学校図書館や地域の

図書館を全く利用しない児童生徒の割

合 

④放課後や休日等に学校図書館や地域の

図書館を週１回以上利用する児童生徒

の割合 
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修正７ 

＜市民意見 ＮＯ．７＞ 

アンケートで「読書がきらい」や、不読率が高い子どもたちは、本を選ぶことに難

しさを感じていると思われるため、サポートの機会を増やすべき。 

＜市民意見 ＮＯ．３７＞ 

学校図書館はあらゆる情報の宝庫であって、それを積極的に提供し、支援すべき（レ

ファレンスサービスの充実）。 

 

⇒下線部のとおり、文言を追加【冊子１１ページ】 

①学校図書館・学校図書館職員の利活用の促進 

旧 新 

◆学校図書館が「読書センター」「学習セ

ンター」「情報センター」としてより機

能し、子どもにとって利用しやすい学

校図書館となるよう、学校長、司書教

諭、学校図書館職員などの連携強化・

資質向上、図書館資料のなど、学校図

書館のより効果的な利活用を図りま

す。 

◆学校図書館が「読書センター」「学習セ

ンター」「情報センター」としてより機

能し、子どもにとって利用しやすい学

校図書館となるよう、学校長、司書教

諭、学校図書館職員などの連携強化・

資質向上、図書館資料の充実、レファ

レンス機能の充実など、学校図書館の

より効果的な利活用を図ります。 

 

修正８ 

＜市民意見 ＮＯ．５０＞ 

学校では、学級文庫や廊下に絵本を置いたり、学校の暮らしの中に日常的に本があ

る状態を作れば良い。 

 

⇒下線部のとおり、文言を追加【冊子１１ページ】 

③授業等を通じた読書習慣の形成 

旧 新 

◆学校において、一斉読書時間の設定、

担任や学校図書館職員、読み聞かせボ

ランティア等による読み聞かせの実施

などを通じ、子どもの読書習慣の形成

を図ります。 

 

◆学校において、一斉読書時間の設定、

担任や学校図書館職員、読み聞かせボ

ランティア等による読み聞かせの実

施、学級文庫など本が身近にある環境

の整備の充実などを通じ、子どもの読

書習慣の形成を図ります。 
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修正９ 

＜市民意見 ＮＯ．５４＞ 

読書の「バリアフリー」化の推進について、単に蔵書の問題だけでなく、「合理的

配慮」についての検討も必要となってくる。 

 

⇒下線部のとおり、文言を追加【冊子１２ページ】 

①読書の「バリアフリー」化の推進 

旧 新 

◆特別な支援を要する子どもに向けたマ

ルチメディアデイジー図書やＬＬブッ

ク、外国籍の子どもに向けた読み聞か

せなど、誰もが気軽に利用しやすい市

立図書館を目指し、読書のバリアフリ

ー化を進めます。 

◆特別な支援を要する子どもに向けたマ

ルチメディアデイジー図書やＬＬブッ

クなどアクセシブルな書籍の充実、円

滑な利用のための支援の充実、外国籍

の子どもに向けた読み聞かせの実施な

ど、誰もが気軽に利用しやすい市立図

書館を目指し、読書のバリアフリー化

を進めます。 

 

修正１０ 

＜市民意見 ＮＯ．６５＞ 

子ども図書館を「学校読み聞かせボランティア」のキーステーションにするべき。

子ども図書館が中心となり、読み聞かせボランティアの活動の拡充・人材育成と連携

を図る。 

 

⇒下線部のとおり、文言を追加【冊子１３ページ】 

⑥読書ボランティアなどの育成・支援 

旧 新 

◆読み聞かせボランティアなど読書に関

わるボランティアの育成、連携支援に

取組むとともに、図書館職員の資質向

上を図ります。 

◆市立図書館や学校など市内で活動して

いる読み聞かせボランティアなど読書

に関わるボランティアの育成、連携支

援に取組むとともに、図書館職員の資

質向上を図ります。 
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第１ 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

北九州市では、平成２７年６月市議会定例会において、「北九州市子ども読書活

動推進条例」（以下、「条例」）が常任委員会提出議案として上程、全会派賛成で可

決され、７月３日公布施行されました。 

この条例の趣旨を実現するため、「新・北九州市子ども読書プラン」（平成２８年

度～令和２年度）を策定し、「豊かな心と生きる力をはぐくむ読書環境の充実と子

どもが楽しく自主的に本を手に取る読書習慣の形成」を基本目標に、７施策３６の

取組みを実施してきました。 

この間、平成３０年１２月には、子どもの読書活動の推進拠点となる「子ども図

書館」を開館し、子ども図書館、学校図書館、地区図書館と三位一体で、子どもの

読書活動推進に取り組んでいくための体制が整いました。 

一方、近年、学習指導要領の改訂、新型コロナウイルス感染症の流行、１人１台タ

ブレット端末の配置といったＧＩＧＡスクール構想の推進など、子どもの読書を取り

巻く環境は大きく変化しています。 

そこで、条例に基づき、これまでの読書プランの成果や課題、子どもの読書を取

り巻く環境の変化を踏まえ、今後５年間の目指す姿、方向性、取組み方針などを示

した「北九州市子ども読書プラン（第４次北九州市子ども読書活動推進計画）」（以

下、「本計画」）を新たに策定することとしました。 

 

２ 位置づけ 

本計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」第９条第２項、条例第６条

の規定に基づく、市町村が定める「市町村子ども読書活動推進計画」（第４次北九

州市子ども読書活動推進計画）として位置づけられるものです。 

また、令和元年８月に策定した「第２期北九州市子どもの未来をひらく教育プラ

ン」に掲げられた「学校における読書活動の推進」の取り組みを推進する個別計画

として位置づけられるものです。 

 

３ 計画の期間 

  本計画の計画期間は令和３年度から令和７年度までの５年間とします。 

 

４ 推進体制 

「北九州市子ども読書活動推進会議」に対し、毎年、本計画に掲げる施策等の進

捗を報告し意見を聴くとともに、子ども図書館がイニシアティブをとり、関係機関

と連携・協力しながら、スピード感を持ち、柔軟な発想で各施策を推進します。 
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第２ これまでの取組みの成果と課題等 

１ 前計画の概要 

平成２８年３月、本市は、「豊かな心と生きる力をはぐくむ読書環境の充実と子

どもが楽しく自主的に本を手に取る読書環境の形成」の実現を目標に、「新・北九

州市子ども読書プラン」（前計画）を策定しました。 

前計画では、この目標を実現するため、 

施策１：家庭、地域における子どもの読書活動の推進 

施策２：学校における子どもの読書活動の推進 

施策３：市立図書館における子どもの読書活動の推進 

施策４：子育て関連施設における子どもの読書活動の推進 

施策５：市立図書館と学校、市民センターその他関係施設の連携強化 

施策６：啓発・広報による意識向上 

施策７：主体的に読書に関わる子どもの育成、支援 

の７つの施策を掲げ、３６の具体的な取組みを行ってきました。 

 

２ 前計画の取組みの主な成果 

各施策ごとの主な取組みの成果は以下のとおりです。（【  】は目標値を表す） 

 

（施策１）家庭、地域における子どもの読書活動の推進 

●母子手帳交付とあわせて絵本パックを送る「はじめての絵本事業（ブックスタ

ート事業）」を実施することで、妊娠時から子どもの読書に関心を持ってもら

うきっかけづくりができました。 

《配布率》平成２７年度 ６７．１％→令和元年度 ９９．０％【１００％】 

●「早寝・早起き・朝ごはん・読書カード」事業に取り組む保育所や幼稚園、学

校が年々増えるなど、家庭における読書活動の習慣化、家読の推進を図ること

ができました。 

《保育所・幼稚園の参加数》 

平成２８年度 ９５施設→令和元年度 １０７施設【９０施設】 

●読み聞かせボランティアなど地域の協力を得ながら、保育所や幼稚園、学校、

子育て関連施設、市民センター、市立図書館など様々な場所で、読み聞かせを

実施し、子どもが読書に親しめる環境づくりを進めることができました。 

●家庭、地域、学校などで様々な取組みを進めた結果、「学校の授業時間以外に、

普段（月～金曜日）読書を全くしない児童生徒の割合（不読率）」について、

小・中学生ともに改善を図ることができました。 

《不読率》 

小学生 平成２７年度 ２２．８％→令和元年度 ２０．７％【１８．０％】 

中学生 平成２７年度 ４１．４％→令和元年度 ３９．６％【３５．０％】
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（施策２）学校における子どもの読書活動の推進 

●全中学校区と特別支援学校に学校図書館職員（６３名）を配置し、学校図書館の

常時開館に努めるなど、利用しやすい図書館づくりを進めることができました。 

《学校図書館職員の配置》平成２７年度 ３１人→令和２年度 ６３人【６３人】 

●全小・中学校の学校図書館に地域・郷土コーナーを設置するとともに、子ども

達の要望などを踏まえ、図書購入を進め、文部科学省の「学校図書館図書標準」

を１００％達成するなど、学校図書館の資料の充実を図ることができました。 

●研修会等様々な機会を通じ、音読の良さを説明し、音読暗唱ブック「ひまわり」

の積極的な活用を促すことにより、全小学校で音読暗唱活動を実施することが

できました。 

 

（施策３）市立図書館における子どもの読書活動の推進 

●平成３０年１２月、子どもの読書活動の推進拠点となる「子ども図書館」を開

館し、子ども図書館、学校図書館、地区図書館と三位一体で、子どもの読書活

動推進に取り組んでいくための体制を整えることができました。 

●各図書館に相談窓口を設けるとともに、子ども図書館のホームページに調べ学

習を支援するページを新設するなど、相談機能の拡充を図りました。 

●読み聞かせボランティア養成講座を定期的に開催し、子どもの読書を支える人

材育成を図ることができました。 

 

（施策４）子育て関連施設における子どもの読書活動の推進 

●親子ふれあいルームなど子育て関連施設で絵本の紹介や読み聞かせなどを実

施するとともに、市立図書館からの団体貸出や貸出文庫の積極的な利用を呼び

かけるなど、子育て関連施設の読書環境の充実を図ることができました。 

《子育て関連施設における市立図書館からの貸出文庫登録施設数》 

平成２７年度 ６７施設→令和元年度 ７１施設【９０施設】 

 

（施策５）市立図書館と学校、市民センターその他関係施設の連携強化 

●学校における読書活動や調べ学習を支援するため、学年別・テーマ別に図書を

４０冊選び、それを箱詰めした「学校貸出図書セット」について、毎年セット

数を拡充するとともに、様々な機会を通じ学校へ積極的な利用を促すことによ

り、学校における読書活動や調べ学習を支援することができました。 

《学校貸出図書セット利用学校数》 

平成２７年度 ７２校→令和元年度 ７７校【１００校】 

《学校貸出図書セット数》平成２７年度５５セット→令和２年度 ９３セット 

●読み聞かせボランティアバンクを再構築し、地区図書館を通じて子育て関連施

設に読み聞かせボランティアを派遣するなど、市立図書館と子育て関連施設の

連携強化を図ることができました。 

 

（施策６）啓発・広報による意識向上 

●子ども家庭局や学校、ＰＴＡなどと連携し、毎月２３日の｢ノーテレビ・ノー

ゲーム・読書の日｣の広報に努め、実践率が大幅に改善されるなど、読書の大

切さなどの保護者への啓発、意識向上を図ることができました。 
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《読書の日実践率》 

小学生 平成２７年度３４．１％→令和元年度５０．２％【５０．０％】 

中学生 平成２７年度１０．７％→令和元年度１８．９％【３０．０％】 

 

（施策７）主体的に読書に関わる子どもの育成、支援 

●子ども自身が読書について考える場として「子ども読書会議」を毎年開催し、

そのアイデアを子ども図書館の整備や各種イベントに活かすとともに、図書館

運営を子ども自身が支える「ジュニアサポーター」の活動が始まるなど、主体

的に読書活動に関わる人材の育成を図ることができました。 

●学校、家庭、地域などで様々な取組みを進めた結果、読書が好きな児童を増や

すことができました。 

《読書が好きな児童の割合》 

平成２７年度７３．２％→令和元年度８５．８％【８０．０％】 

 

３ 本市の子どもの読書活動の課題 

「２ 前計画の主な成果」をみると、はじめての絵本事業、学校図書館職員の配

置、「早寝・早起き・朝ごはん・読書カード」事業への参加学校・園数など一定の

成果が表れており、基本目標の「豊かな心と生きる力をはぐくむ読書環境の充実」

という面では概ね順調に進めることができました。 

一方、以下に示すとおり、児童生徒の不読率が全国平均に届かないことや、児童

生徒の１か月あたりの読書冊数や市立図書館における子ども１人あたりの貸出冊

数が伸びていかない状況などをみると、「子どもが楽しく自主的に本を手に取る読

書習慣の形成」という面では、引き続き努力が必要な状況にあるといえます。 

また、本市の子ども読書活動推進会議の議論等の中では、身近にいる友達同士で

本を薦め合うことや、保護者などの大人が読書好きなことも、子どもの読書習慣の

形成に大きく影響するので、そのような取組みを強める必要があるとの意見が挙っ

ています。 

さらに、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（読書バリアフリ

ー法）等の趣旨を踏まえ、本市でも障害者や外国籍の方など様々な方が読書を楽し

める環境の充実をより図っていくことが求められています。 

 

学校の授業時間以外に、普段（月～金曜日）読書を全くしない児童生徒の割合（不読率） 

不読率について、小・中学生ともに４年前（Ｈ２７年度）に比べると改善して

いるものの、全国平均を上回っています。 
【単位：％】 

 H27 H28 H29 H30 R 元 

小学 

６年生 

本市 22.8 22.3 24.2 22.7 20.7 

全国 19.9 20.6 20.5 18.7 18.7 

中学 

３年生 

本市 41.4 42.3 41.9 38.8 39.6 

全国 35.0 37.2 35.6 32.9 34.8 
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児童生徒の 1 か月あたりの読書冊数 

１か月あたりの読書冊数について、小学生は一進一退という状況にあり、一方、

中学生はなかなか伸びていかない状況にあります。 
【単位：冊】 

 H27 H28 H29 H30 R 元 

小学生 本市 9.7 12.0 6.6 8.0 8.9 

中学生 本市 3.5 3.4 2.6 2.3 2.2 

 

 

週に１回以上、一斉読書の時間（１０分間読書など）を実施する学校の割合 

小・中学校ともに、一時は改善したものの、最近の状況をみると、１０分間読

書などに取り組む学校の割合は減少傾向にあります。 
【単位：％】 

 H27 H28 H29 H30 R 元 

小学校 本市 97.8 100.0 93.9 94.7 86.8 

中学校 本市 33.9 41.9 45.0 32.3 25.8 

 

 

市立図書館における子ども（１８歳以下）１人あたりの貸出冊数 

市立図書館における子ども１人あたりの貸出冊数について、ほぼ横ばいという

状況にあります。 
【単位：冊】 

 H27 H28 H29 H30 R 元 

貸出冊数 5.3 5.2 5.1 5.6 5.2 

 

 

読書が好きな児童生徒の割合 

読書が好きな児童生徒の割合について、小学生では改善傾向にありますが、中

学生ではほぼ横ばいという状況にあります。 
【単位：％】 

 H27 H28 H29 H30 R 元 

小学 

６年生 

本市 73.2 76.3 76.3 84.9 85.9 

全国 72.8 74.6 74.3 - - 

中学 

３年生 

本市 67.1 69.1 68.2 67.3 63.7 

全国 67.9 69.9 70.0 - - 

※Ｈ３０年度以降は市独自調査（全国学力・学習状況調査に設問がなかったため） 
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４ 子どもの読書を取り巻く環境 

 

○ 学習指導要領の改訂 

中央教育審議会答申において、「読書は、国語科で育成を目指す資質・能力を

より高める重要な活動の一つである。」とされたことを踏まえ、学習指導要領が

改訂されました。 

小中学校ともに、各学年に応じ、国語科の学習が読書活動に結び付くよう「知

識及び技能」の項目に「読書」に関する指導事項が位置づけられるとともに、「読

むこと」の領域では、学校図書館などを利用して様々な本などから情報を得て活

用する事例が示されています。 

 

○ 世界的な取組みとしてのＳＤＧｓ 

ＳＤＧｓとは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」

の略称です。２０１５年９月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟国が

２０３０年までの１５年間で達成するために掲げた目標です。 

本市は、平成３０年６月に、国による「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されています。 

読書活動を通じ、自分のこととして課題を捉える力、物事を様々な面から総合

的に考える力など、子どもの資質・能力の成長を促し、ＳＤＧｓの目標達成への

貢献につなげていく必要があります。 

また、ＳＤＧｓのターゲットでは「情報への公共アクセスの確保」が掲げられ

ており、また、新たな学習指導要領では「地域の図書館や博物館、美術館、劇場、

音楽堂等の施設の活用を積極的に図り、資料を活用した情報の収集や鑑賞等の学

習活動を充実すること」が掲げられています。このような視点を踏まえ、図書館

を運営していくことが求められています。 

 

○ ＧＩＧＡスクール構想の推進 

国では、１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備する

ことで、多様な子ども達を誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、資

質・能力が一層確実に育成できる教育環境を実現する、いわゆる、ＧＩＧＡスク

ール構想が推進されています。 

児童生徒１人に１台のタブレット端末が行き渡る中、読書活動のあり方につい

ても、その状況に対応することの検討が必要となります。 

 

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大 

新型コロナウイルス感染症の感染が相次ぎ、長期間に及ぶ臨時休校や分散登校、

図書館など公共施設の臨時休館、不要不急の外出自粛などの状況が生じました。

新型コロナウイルス感染症とは長い付き合いになると言われており、そのような

中でも、子どもの読書の機会を継続的に確保していく取組みが求められています。 
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第３ これからの子ども読書活動推進計画 

 

本市では、「北九州市子ども読書活動推進条例」や前計画に基づきこれまでに実

施してきた取組みの成果や課題、近年の子どもの読書を取り巻く環境の変化を踏ま

え、これからの「子ども読書活動推進計画」の目指す姿、方向性、取組み方針など

を次のとおり定めることとします。 

 

《読書の意義》 

●読書は、「言葉の力をつける」、「自分ができないことを疑似体験できる」、「知ら

ないことを知る」、「他人の考えに触れる」、「自分を高める」など、様々な発見や

感動をもたらす楽しいものであり、子ども自身の世界を大きく広げてくれます。 

●生活、社会環境は日々目まぐるしく変化しており、インターネットやＳＮＳなど

を通じ、情報があふれる世の中で、自分で考え、判断し、主体的に生きてゆくた

めに、読書を通じ、生涯にわたって自発的に学ぼうとする習慣を身に付けていく

ことは重要です。 

●読書は、この世の中を乗り切っていくために必要な、読解力、表現力、思考力、

想像力、問題解決力など多くの「生きる力」を身に付けることに役に立つ、大切

なものです。 

 

《読書の対象》 

●「本」には、紙媒体のものに加え、電子書籍等、タブレット等の電子機器で読む

ものを含みます。 

●さらに、新聞、雑誌を読むことや、何かを調べるために関係する資料を読むこと

も含みます。 

 

１ 全体を貫く視点 

本計画では、計画全体を貫く４つの視点を定め、取組みを推進していきます。 

 

①子どもが自ら本を手にすること 

（子どもの自主性・主体性を引き出す） 

②読書の楽しさを友達や家族などと分かちあうこと 

（読書を通じた交流を生み出す） 

③誰もがどこでも気軽に読書を楽しむこと 

（読書バリアフリー化やＩＣＴの活用を進める） 

④シビックプライドの醸成やＳＤＧｓの目標達成へ貢献すること 
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２ 目指す姿《ビジョン》 

本計画では、次のとおり読書活動を通じて目指す日常や子どもの姿を定めます。 

 

すべての子どもが、日々の生活の中ですすんで本を手に取って読み、

子ども同士や家族などと楽しく語り合う日常 

 

すべての子どもが、生活の中で身近に本を置き（マイライブラリーを作る）、

勉強、スポーツ、レジャーなどと同様に、生活の一部として、すすんで本を手に

取って読む日常。さらに、読書で感じたことを身近な友達や家族などと楽しく語

り合い、分かちあう、そのような日常がいたるところに生まれ、読書の輪が広が

ってもらいたいという願いを込めています。 

その中で、 

●本との出会いを楽しみにする子ども 

●本から学び、知ることの喜びを感じる子ども 

●読書の楽しさ、大切さを知り、それらを発信でき、生涯に渡って読書に親しも

うとする子ども 

が育っていくことを目指します。 

 

３ ３つの方向性《ミッション》 

本計画では、先に示した目指す姿を実現するため、次のとおり３つの方向性を定

めます。 

合わせて、その方向性を効果測定するため、方向性ごとに成果指標を定め、毎年、

進捗状況を検証していきます。 

 

方向性Ⅰ 読書に親しむ子どもを増やす（裾野を広げる） 

先の「読書の意義」で触れたように、子ども時代に読書をすることは、人生１

００年時代と呼ばれる長い人生を送る上で、様々な力をはぐぐむことにつながり

ます。そこで、読書を楽しいと感じ、自らすすんで読書をする子どもを増やし、

読書の裾野を広げます。 

【成果指標】 

①学校の授業時間以外に、普段（月～金曜日）読書を全くしない児童生徒の割合（不読率） 
【単位：％】 

 R 元（現状） Ｒ７目標 

小学６年生 
本市 20.7 

全国平均以下 
全国 18.7 

中学３年生 
本市 39.6 

全国 34.8 
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②読書好きな児童生徒の割合 

【単位：％】 

 R 元（現状） Ｒ７目標 

小学６年生 85.9 95 

中学３年生 63.7 75 

 

 

方向性Ⅱ 読書の大切さを知る子どもを増やす 

（読書が大好きな子ども（コアファン）を増やす） 

たくさんの本に触れ、親しむことは大切なことですが、子どもがより良い本と

出会い、読書の大切さを知り、様々なことを学び、家族や友達にその大切さを伝

えることも重要です。そこで、自らより良い本を求め、読書の大切さを知る、読

書が大好きな子ども（コアファン）を増やします。 

 

【成果指標】 

③子ども司書、ジュニアサポーター数 
【単位：人】 

 R 元（現状） Ｒ７目標 

子ども司書 

（各年度の子ども司書養成講座認定証授与数） 
51 70 

ジュニアサポーター 
（登録者数） 

25 50 

 

 

④放課後や休日等に学校図書館や地域の図書館を週１回以上利用する児童生徒の割合 

【単位：％】 

 R 元（現状） Ｒ７目標 

小学６年生 13.3 20 

中学３年生 9.5 14 

 

 

方向性Ⅲ 子どもの読書を支える大人を増やす 

読書好きの大人・家庭を増やす 

読書をする子どもを増やすには、大人の協力は欠かせません。そこで、子どもが

読書活動に親しみ、読書の大切さを知ることができるよう、読み聞かせボランティ

アなど、それらを力強く支える大人を増やします。合わせて、家庭や身近にいる大

人が読書をしている姿を見ることも、子どもが読書をする動機付けとなると考えら

れるため、読書に親しむ家庭、読書好きの大人を増やす取組みを行います。 
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【成果指標】 

⑤読み聞かせボランティアバンクからの派遣件数 
【単位：件】 

 R 元（現状） Ｒ７目標 

年間派遣件数 82 160 

 

 

⑥読書好きな保護者・家庭の割合 
【単位：%】 

 R2（現状） Ｒ７目標 

小・中学生を持つ 

保護者 
55.2 75 

 

 

４ 取組みの方針及び主要施策《アクション》 

本計画では、３つの方向性を具現化するため、主に子どもの読書に関わる場所ご

とに分類し取組みの方針を定め、次に掲げる主な施策を実施していきます。 

 

（１）家庭における読書活動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主要施策】 

①はじめての絵本事業の推進 

◆母子健康手帳の交付時に絵本を贈り、これから父母となる保護者に対し、妊娠

時から読書の大切さを伝える「はじめての絵本事業」について、子どもの読書

活動へより効果的につなげられるよう、その取組みを実施します。 

 

②保護者による読み聞かせの実施 

◆「はじめての絵本事業」で配布した絵本を使って、家庭で保護者による子ども

への読み聞かせなどが行われ、乳幼児期に絵本を通して親子の心のふれあいが

生み出されるよう、取組みを推進します。 

 

家庭は子どもがはじめて本と出会う大切な場所です。乳幼児期に読み聞かせ

をしたり、子どもと一緒に本を読んだり、読んだ本の楽しかったことなどを話

題にすることが、子どもに心地よさを感じさせ、読書の楽しさを知ることにつ

ながります。 

子どもの成長段階に応じ、読み聞かせや家読
うちどく

（ファミリー読書）に加え、時

代に対応した動画などの新たな手法の検討など、家庭における読書活動の推進

を図ります。 
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③家読
うちどく

（ファミリー読書）の推進 

◆家族で同じ本を読んだり、感想を話し合ったりし、本を通じてコミュニケーシ

ョンを図る「家読（ファミリー読書）」について、その重要性を啓発し、「家読

（ファミリー読書）」のより一層の推進を図ります。 

 

④読書の日、読書カードの実践 

◆秋の読書週間に合わせ、北九州市独自の「（仮称）北九州市子ども読書の日」

を新たに制定するとともに、毎月２３日の読書の日、読書カードの実施などを

通じ、家庭や様々な場所での読書が行われるよう取組みます。 

 

⑤電子機器、動画等を活用した読書のきっかけづくり 

◆タブレット端末、スマートフォンなどが普及する中、そのような電子機器で見

られる電子書籍の貸出や、読み聞かせ動画の配信の検討など、家庭での読書の

きっかけづくりを行います。 

 

（２）学校における読書活動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

【主要施策】 

①学校図書館・学校図書館職員の利活用の促進 

◆学校図書館が「読書センター」「学習センター」「情報センター」としてより

機能し、子どもにとって利用しやすい学校図書館となるよう、学校長、司書

教諭、学校図書館職員などの連携強化・資質向上、図書館資料の充実、レフ

ァレンス機能の充実など、学校図書館のより効果的な利活用を図ります。 

 

②学校、学校図書館と市立図書館との連携強化 

◆授業に活用できる図書をパッケージ化した「学校貸出図書セット」の充実な

どに加え、小学校在学中に各学校の実情に応じ市立図書館の見学を行うこと

や学校図書館と市立図書館の運用面での連携の検討など、学校、学校図書館

と市立図書館との連携の強化を図ります。 

 

③授業等を通じた読書習慣の形成 

◆学校において、一斉読書時間の設定、担任や学校図書館職員、読み聞かせボ

ランティア等による読み聞かせの実施、学級文庫など本が身近にある環境の

整備の充実などを通じ、子どもの読書習慣の形成を図ります。 

学校は子どもの読書を支援し、読書の大切さを学ぶ上で重要な役割を担って

います。 

学校図書館等のより効果的な活用、授業等を通じた読み聞かせの実施など、

学校における読書活動の推進を図ります。 
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④読書を通じた交流の実施 

◆子ども同士が読書の楽しさを分かち合うため、学校内、学校間でのビブリオ

バトル、ブックトークなどの実施などを通じ、子ども同士の交流を図ります。 

 

（３）市立図書館における読書活動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主要施策】 

①読書の「バリアフリー」化の推進 

◆特別な支援を要する子どもに向けたマルチメディアデイジー図書やＬＬブッ

クなどアクセシブルな書籍の充実、円滑な利用のための支援の充実、外国籍

の子どもに向けた読み聞かせの実施など、誰もが気軽に利用しやすい市立図

書館を目指し、読書のバリアフリー化を進めます。 

 

②来館のきっかけづくり 

◆市立図書館に来たことがない子どもや保護者の来館を促すため、趣向を凝ら

した様々な魅力的なイベントの実施など、来館のきっかけづくりを進めます。 

 

③非来館型サービスの導入など機能の充実 

◆With コロナ時代の市立図書館の新たな形としての子ども向け電子図書館の

導入や、レファレンス事例集、おすすめ本などの情報のより効果的な発信な

ど、図書館機能の充実を図ります。 

 

④子ども図書館と地区図書館との連携強化 

◆子ども図書館が市立図書館の子ども部門の総括として、力強くリーダーシッ

プを発揮し、読書ボランティアの派遣、子ども司書の養成など地区図書館と

協力した事業の展開を図るなど、地区図書館と連携した取組みを強化します。 

 

⑤読書通帳機の拡充 

◆自分自身の読書履歴を目に見える形にすることで、読書活動を振り返ること

ができ、読書意欲の促進、図書館利用の活性化につながる効果をもたらす「読

書通帳」について、より多くの子どもに利用してもらうため、子ども図書館

以外への機器の配置の拡充について検討します。 

市立図書館は、誰にでも開かれた「知」の拠点として、子どもが未知の本と

出会い、読書の質を高めるきっかけとなる場所です。 

誰もが気軽に読書に親しめるよう読書のバリアフリー化、非来館型サービス

の導入、さらに読書を支えるボランティアの育成など、市立図書館における読

書活動の推進を図ります。 
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⑥読書ボランティアなどの育成・支援 

◆市立図書館や学校など市内で活動している読み聞かせボランティアなど読書

に関わるボランティアの育成、連携支援に取組むとともに、図書館職員の資

質向上を図ります。 

 

⑦主体的に読書活動に関わる子どもの育成、支援 

◆子ども司書の養成や活躍できる場の提供、ジュニアサポーター制度の発展な

ど、主体的に読書活動に関わる子どもを一人でも多く育成し、その子どもを

支援します。 

 

（４）地域（子育て関連施設、市民センターなど）における読書活動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

【主要施策】 

①幼稚園・保育所等における読み聞かせ、貸出の推進・支援 

◆幼稚園・保育所等において、絵本の読み聞かせ、言葉の響きやリズム、新しい

言葉や表現などに触れる取組み、図書の貸出などを推進します。 

 

②子育て関連施設、市民センター等での読み聞かせの実施 

◆放課後児童クラブ、子ども食堂などの子育て関連施設、市民センター等子ど

もが集う様々な場所で、絵本の読み聞かせ、図書の貸出などを推進します。 

 

③子育て関連施設、市民センター等と市立図書館との連携強化 

◆市立図書館の図書のより一層の活用や読み聞かせボランティアなどの人材の

情報共有、活用など、子育て支援施設、市民センター等と市立図書館の連携

の強化を図ります。 

 

④文化施設等との相互協力 

◆文学館、松本清張記念館、漫画ミュージアムなどの市内の文化施設、ＰＴＡ

協議会、学校図書館協議会などの団体と相互に連携・協力し、子どもの読書

活動推進を図ります。 

 

⑤子どもが集まる商業・レジャー施設などとの協力の検討 

◆これまで読書とは縁遠いと思われていた商業施設、レジャー施設など、子ど

もが集まる様々な施設と相互協力ができないかについて検討します。 

 

家庭、学校、市立図書館のほか、幼稚園・保育所等、放課後児童クラブ、市

民センターなど地域に存在する様々な施設の関わりも重要です。 

各施設での読み聞かせの実施、市立図書館と各施設の連携・協力の推進など、

地域における読書活動の推進を図ります。 
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（５）読書活動の普及啓発の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主要施策】 

①子どもの読書活動への理解促進 

◆関係機関と連携し、「（仮称）北九州市子ども読書の日」など様々な機会を活

用し、保護者などに対し、子どもの読書活動の意義等についての理解を促し

ます。 

 

②ＳＮＳ等を使った情報発信、双方向性をもったやり取りの実施 

◆ティーンズ（ヤングアダルト）層の取り込みなどを行うため、ソーシャル・

ネットワーク・サービス（ＳＮＳ）等を活用した情報発信やコミュニケーシ

ョンツールなどを活用した双方向性をもったやり取りなどを検討し、取組み

ます。 

 

③読書好きな子どもが輝く、交流・発信する場の提供 

◆子ども読書会議、学校対抗のビブリオバトルの開催など、読書好きな子ども

にスポットライトが当たり、その子どもが互いに交流し、学校など周りにそ

の輪を広げていける場の提供を行います。 

 

④読書好きな大人・家庭を増やす取組みの展開 

◆子どもに大きな影響を持っている保護者のほか、周りの大人に読書好きにな

ってもらえる取組みを検討し、展開していきます。 

 

子ども図書館がイニシアティブをとり、関係機関と連携のもと、子どもの読

書の意義や重要性、楽しさなどについて、広く理解を促すとともに、読書好き

な子どもにスポットを当てた取組みの推進、さらに、子どもの読書の動機付け

の一つとして読書好きな大人・家庭を増やす取組みの展開など、読書活動の普

及啓発を図ります。 
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北九州市子ども読書プラン（案） 
《第４次北九州市子ども読書活動推進計画》 

 

北九州市教育委員会子ども図書館 
〒803-0813 北九州市小倉北区城内 4番 1号 

TEL：093-571-0011  FAX：093-571-0021 

電子メール：kyou-kodomotosho@city.kitakyushu.lg.jp 
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北九州市子ども読書プラン（案）～市民全体で取組む子どもの読書～【概要版】 

 

 

子どもの読書活動の主な課題 

・【不読率】は改善しているものの、全国平均に届かない 

・【児童生徒の１か月あたりの読書冊数】が伸びていかない 

・【市立図書館の１人あたりの貸出冊数】が伸びていかない 

・子どもの読書習慣の形成には、身近にいる大人や友達の影

響も大きい 

・障害者、外国人などが読書を楽しめる環境が必要 

子ども読書を取り巻く環境の変化 

・学習指導要領の改訂（国語の学習が読書活動へ結びつ

くよう指導の実施） 

・世界的な取組みとしてのＳＤＧｓ 

・ＧＩＧＡスクールの推進（一人１台タブレットが当た

り前） 

・Ｗｉｔｈコロナ            など 

全体を貫く 
視 点 

目
指
す
姿 

３
つ
の
方
向
性 

取
組
み
の
方
針 

主
要
施
策 

誰もが気軽に楽しめる 
（バリアフリー、ＩＣＴ） 

自ら本を手にする 
（自主性・主体性） 

楽しさを分かちあう 
（交 流） 

ｼﾋﾞｯｸﾌﾟﾗｲﾄﾞを醸成する 

ＳＤＧｓに貢献する 

家庭における 

読書活動の推進 

読書に親しむ子どもを増やす 
（裾野を広げる） 

読書の大切さを知る子どもを増やす 
（読書が大好きな子ども（コアファン）を増やす） 

子どもの読書を支える大人を増やす 

読書好きの大人・家庭を増やす 

学校における 

読書活動の推進 

市立図書館における 

読書活動の推進 

地域（子育て関連施設、市民センターなど） 

における読書活動の推進 

読書活動の 

普及啓発の推進 

《成果指標》 

・不読率 

・読書好きな児童生徒の割合 

《成果指標》 

・子ども司書、ジュニアサポーター数 

・放課後や休日等に学校図書館や地域の図書館を週１回以上利用する児童生徒の割合 

《成果指標》 

・読み聞かせボランティアバンクからの派遣件数 

・読書好きな保護者・家庭の割合 

①はじめての絵本事業の推進 

②保護者による読み聞かせの実施 

③家読（ファミリー読書）の推進 

④読書の日、読書カードの実践 

（秋に北九州市子ども読書の日） 

⑤電子機器、動画等を活用した

読書のきっかけづくり（子ども

電子図書館） 

子ども読書プランの主な成果 

・母子手帳の交付と合わせて絵本パック配布《配布率９９％》 

→妊娠時から子どもの読書への関心を高める 

・学校図書館職員の配置の拡充《６３名》 

→学校図書館の常時開館など利用しやすい学校図書館へ 

・子ども図書館がオープン《Ｈ３０．１２》 

→学校図書館、地区図書館と三位一体による推進体制の確立 など 

①学校図書館・学校図書館職員

の利活用の促進 

②学校、学校図書館と市立図書

館との連携強化（小学校在学中

の見学、運用面での連携の検討） 

③授業等を通じた読書習慣の形成 

④読書を通じた交流の実施 

①読書の「バリアフリー」化（デ

イジー図書、外国籍対応など） 

②来館のきっかけづくり（魅力的

なイベントの実施など） 

③非来館型サービスの導入などの機

能の充実（子ども電子図書館） 

④子ども図書館と地区図書館と

の連携強化 

⑤読書通帳機の拡充 

⑥読書ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱなどの育成・支援 

⑦主体的に読書活動に関わる子どもの

育成、支援（ｼﾞｭﾆｱｻﾎﾟｰﾀｰ制度など） 

①幼稚園・保育所等における読

み聞かせ、貸出の推進・支援 

②子育て関連施設、市民センター

等での読み聞かせの実施 

③子育て関連施設、市民センター

等と市立図書館との連携強化 

④文化施設等との相互協力 

⑤子どもが集まる商業・レジャ

ー施設などとの協力の検討 

①子どもの読書活動への理解促進 

②ＳＮＳ等を使った情報発信、

双方向性をもったやり取りの

実施（ティーンズ（ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄ）層

の取り込み） 

③読書好きな子どもが輝く、 

交流・発信する場の提供 

④読書好きな大人・家庭を増や

す取組みの展開 

ビ
ジ
ョ
ン 

ミ
ッ
シ
ョ
ン 

ア
ク
シ
ョ
ン 

●本との出会いを楽しみにする子ども ●本から学び、知ることの喜びを感じる子ども ●読書の楽しさ、大切さを知り、発信でき、生涯に渡って読書に親しもうとする子ども 

すべての子どもが、日々の生活の中ですすんで本を手に取って読み、子ども同士や家族などと楽しく語り合う日常 

読書の意義 ●「言葉の力をつける」「自分ができないことを疑似体験できる」「知らないことを知る」「他人の考えに触れる」「自分を高める」ことができる楽しいもの 

●読解力、表現力、思考力、想像力、問題解決力など多くの「生きる力」を身に付けることに役に立つもの 

資料４ 
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